
『
蔵
人
頭
家
歌合
永
延
二
年
」
の
「
衛
門
君
」
考

槙　
野
　
廣
　
造

一　
は
　
じ
　
め
　
に

　
『
永延
二
年
七
月
七
日
蔵
人
頭
実
資
歌
合
』
　
『
同
七
月
廿
七
日
蔵
人
頭
実
資
後
度
歌
合
』
　
（
平
安
朝
歌
合
大
成
、
九
一
・
九
二
）
に
、

「

衛門
君
」
と
し
て
出
詠
の
女
性
を
、
　
『
小
右
記
』
寛
和
元
年
四
月
二
十
八
日
条
に
み
え
る
「
左
衛
門
尉
為
長
妻
」
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
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れ
た
の

は

萩谷
朴
氏
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
『

蔵
人
頭
家
歌
合
永延
二
年
』
　
（
廿
巻
本
、
表
題
）
の
主
催
者
に
つ
い
て
は
、
異
論
（
後
述
）
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
が
、
小
論
で

は
、
歌
合
主
催
者
を
実
資
と
み
て
進
め
て
ゆ
く
こ
と
を
了
解
さ
れ
た
い
。

　
萩谷
氏
は
、
　
「
為
長
」
を
紫
式
部
の
父
藤
原
為
時
の
兄
で
あ
る
為
長
と
さ
れ
、
ま
た
「
為
長
妻
」
は
『
尊
卑
分
脈
』
　
（
以
下
『
分
脈
』
と

す
）
に
み
え
る
「
筑
前
守
忠
幹
女
」
と
と
ら
れ
、
同
歌
合
の
歌
人
「
た
め
ち
か
〔
為
親
〕
」
と
同
胞
と
さ
れ
た
。

　
た
し
か
に
、
こ
の
歌
合
は
小
規
模
な
内
輪
の
者
だ
け
の
歌
合
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
歌
合
に
参
加
し
た
人
々
は
、
何
ら
か
の
意
味
で
実

資
ま
た
は
小
野
宮
家
と
つ
な
が
り
、
歌
人
同
士
も
縁
由
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
み
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

　
氏
の
と
り
あ
げ
ら
れ
た
「
為
長
」
は
『
分
脈
』
に
藤
原
雅
正
男
と
し
て
み
え
る
為
長
で
あ
り
、
経
歴
は
「
蔵
。
陸
奥
守
。
従
五
上
」
と

みえ
、
子
の
常
陸
介
従
五
上
通
経
項
に
「
母
筑
前
守
忠
幹
女
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
女
性
を
「
為
長
妻
」
す
な
わ
ち
「
衛
門
君
」
と

『

蔵
人
頭
家
歌
合
永延
二
年
』
の
「
衛
門
君
」
考



『

蔵
人
頭
家
歌
合
永延
二
年
』
の
「
衛
門
君
」
考

みら
れ
た
の
で
あ
る
。

二

為
長
に
つ
い
て

　と
こ
ろ
で
、
　
『
小
右
記
』
の
記
述
を
み
て
い
て
、
　
「
陸
奥
守
為
長
」
（
A
と
す
る
）
と
、
　
「
左
衛
門
尉
為
長
」
（
B
と
す
る
）
と
が
同
時

期
に
みえ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
同
一
人
と
み
れ
ぽ
、
何
ら
問
題
は
な
く
、
萩
谷
氏
所
説
の
ご
と
く
歌
合
出
詠
者
と
し
て
ま
こ
と
に

ふさ
わ
し
い
関
係
も
み
て
と
れ
る
の
だ
が
、
は
た
し
て
「
陸
奥
守
為
長
」
と
「
左
衛
門
尉
為
長
」
と
は
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
か
。
萩
谷
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
こ

も
こ
の
（
A
）
（
B
）
「
為
長
」
を
「
同
名
別
人
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
所
説
は
同
人
と
し
て
稿
を
進
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。　
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1
0

　
（
A
）
　
『
小
記
目
録
』
の
天
元
三
年
（
九
八
〇
）
十
一
月
三
日
項
に
「
陸
奥
守
為
長
賎
事
」
と
あ
り
、
為
長
の
赴
任
に
際
し
て
実
資
は
饒
　
　
　
　
一

別
を贈
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
陸
奥
守
任
の
資
料
は
み
ら
れ
な
い
が
、
お
そ
ら
く
同
年
正
月
の
除
目
に
ょ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
小
右記
』
永
観
三
年
〔
寛
和
元
〕
（
九
八
五
）
四
月
二
十
四
日
条
に
、
　
「
陸
奥
守
為
長
、
貢
御
馬
一
疋
」
と
み
え
、
　
「
解
文
中
載
四
疋
、

而
於
上
野国
為
強
盗
被
射
殺
二
疋
、
今
一
疋
盗
執
、
今
日
有
可
御
覧
之
仰
（
略
）
給
左
馬
寮
」
と
み
え
る
の
は
、
陸
奥
守
の
任
果
て
、
上

洛
に
際
し
て
馬
四
疋
を
貢
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　そ
の
後
の
資
料
は
見
え
ず
、
ど
う
い
う
晩
年
を
お
く
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
　
『
為
頼
集
』
4
5
詞
書
に
、
　
「
は
ら
か
ら
の
み
ち
の
く

の

か
み
なく
な
り
て
の
こ
ろ
、
き
た
の
か
た
の
な
ま
み
る
お
こ
せ
た
り
し
に
。
い
そ
に
お
ふ
る
み
る
め
に
つ
け
て
し
ほ
が
ま
の
う
ら
さ
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
く
も
お
も
ほ
ゆ
る
か
な
」
、
8
6
詞
書
「
み
ち
の
く
に
の
か
み
の
お
く
り
し
て
か
へ
り
に
（
下
略
）
」
と
み
え
、
為
頼
よ
り
早
く
「
は
ら
か

ら
の
み
ち
の
く
の
か
み
」
は
亡
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
陸
奥
守
為
長
と
為
頼
が
「
は
ら
か
ら
」
で
あ
る
こ
と
は
『
分
脈
』
に
よ
り
明



　
　
　
　
ヨ
　

ら
か
で
あ
る
。
萩
谷
氏
の
い
わ
れ
る
「
為
長
」
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
人
物
と
思
わ
れ
る
。

　
（
B
）
　
陸
奥
守
為
長
が
赴
任
中
と
み
ら
れ
る
天
元
五
年
（
九
八
二
）
の
『
小
右
記
』
二
月
四
日
条
に
、
　
「
府
尉
藤
原
為
長
、
一
道
成
業
者
、

又
為
勘
解由
判
官
十
二
介
年
、
其
後
罷
遷
左
衛
門
尉
、
去
年
蒙
宣
旨
、
而
誤
以
他
人
被
下
宣
旨
、
今
及
今
年
、
若
給
宣
旨
於
他
人
、
天
下

之人
、
可
大
驚
敏
」
と
あ
っ
て
、
二
月
五
日
条
・
七
日
条
・
八
日
条
に
も
為
長
の
検
非
違
使
宣
旨
の
記
事
が
み
え
る
。
こ
れ
が
「
陸
奥
守

為
長
」
（
A
）
と
同
人
で
あ
ろ
う
か
。

　
前述
の
『
小
右
記
』
寛
和
元
年
四
月
二
十
四
日
条
「
陸
奥
守
為
長
、
貢
御
馬
一
疋
」
の
記
事
の
四
日
後
の
、
四
月
二
十
八
日
条
に
「
寅

時降
誕
女
子
、
不
逢
産
間
、
錐
馳
向
、
産
已
遂
了
、
　
（
中
略
）
巳
時
以
遠
資
朝
臣
妻
令
哺
、
巳
時
以
鴨
河
水
用
産
湯
、
酉
時
始
沐
、
以
左

衛門
尉
為
長
妻
令
沐
」
と
み
え
る
の
で
あ
る
。
も
し
も
同
一
人
と
み
れ
ぽ
国
守
が
衛
門
府
の
尉
を
兼
任
し
、
検
非
違
使
宣
旨
を
蒙
っ
た
こ
　
　
　
　
一
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1

と
と
な
る
。
こ
ん
な
任
制
が
あ
り
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
も
同
一
人
と
す
れ
ぽ
、
な
ぜ
、
陸
奥
守
為
長
妻
あ
る
い
は
前
陸
奥
守
為
長
　
　
　
　
一

妻
と
実
資
は
記
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
「
陸
奥
守
為
長
」
（
A
）
と
「
左
衛
門
尉
為
長
」
（
B
）
と
は
同
一
人
で
な
い
か
ら
で
あ
ろ

う
。

　
「
左
衛門
尉
為
長
」
の
経
歴
は
勘
解
由
判
官
か
ら
左
衛
門
尉
に
任
じ
、
　
『
本
朝
世
紀
』
寛
和
二
年
（
九
八
六
）
三
月
四
日
条
、
　
「
召
遣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

左
衛門
大
尉
藤
原
為
長
、
少
志
多
米
国
遠
、
看
督
一
人
、
火
長
三
人
等
」
と
あ
っ
て
、
備
前
国
守
藤
原
理
兼
井
び
に
鹿
田
御
荘
家
焼
亡
犯

人等
勘
糺
の
た
め
、
備
前
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
『
朝
野
群
載
』
に
も
そ
の
事
件
経
過
が
詳
細
に
記
述
さ
れ
て
お
り
、
四
月

二
十
八日
条
の
『
世
紀
』
に
も
「
検
非
違
使
左
衛
門
大
尉
藤
原
為
長
」
と
み
え
、
　
「
先
是
件
為
長
等
不
勤
其
節
、
多
責
凌
人
民
、
及
煩
鹿

田
御
庄
所
徴
取
米
及
二
千
余
石
間
及
天
聴
、
今
日
遣
官
使
所
検
封
也
」
と
あ
っ
て
勘
糺
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
悪
事
を
働
い
て
い
る
の
で
あ

る
。
　
『
日
本
紀
略
』
に
も
同
様
記
事
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
結
果
、
　
『
世
紀
』
六
月
十
九
日
条
、
　
「
左
衛
門
大
尉
藤
原
為
長
、
少
志
多
米
国

『

蔵
人
頭
家
歌
合
永延
二
年
』
の
「
衛
門
君
」
考



「

蔵
人
頭
家
歌
合
永延
二
年
』
の
「
衛
門
君
」
考

定等
」
　
「
傍
被
糺
問
其
事
也
、
先
所
帯
兵
杖
没
官
、
且
被
問
一
同
」
と
み
え
、
検
非
違
使
左
衛
門
大
尉
の
官
職
は
奪
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
そ

の後
の
こ
と
は
、
し
ば
ら
く
不
明
で
あ
る
が
、
　
『
権
記
』
長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
正
月
二
十
二
日
条
、
除
目
の
新
叙
検
非
違
使
の

項
に
「
為
長
」
（
姓
欠
く
）
と
み
え
る
の
は
、
か
つ
て
の
「
左
衛
門
尉
為
長
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　以
上
、
為
長
（
A
）
・
（
B
）
は
、
と
も
に
実
資
と
密
切
な
関
係
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
同
一
人
と
は
見
が
た
く
、
別
人
と
み
る
べ
き
で

　
　
（
5
）

あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
衛門
君
と
為
長
妻

　
『
小
右記
』
に
み
え
る
「
左
衛
門
尉
為
長
妻
」
を
萩
谷
氏
は
『
分
脈
』
の
藤
原
通
経
項
に
み
え
る
筑
前
守
忠
幹
女
と
と
ら
れ
た
が
、
そ
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
2

れ
は

（A
）
の
「
陸
奥
守
為
長
」
の
妻
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
　
（
B
）
の
「
左
衛
門
尉
為
長
」
の
妻
と
は
別
人
と
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
　
　
　
一

し

かも
「
陸
奥
守
為
長
」
の
前
歴
も
不
明
で
あ
り
、
　
「
陸
奥
守
為
長
」
の
妻
が
、
　
「
衛
門
君
」
と
呼
ぼ
れ
て
い
た
と
す
る
資
料
に
は
接
し

得な
い
。

　為
長
妻
が
「
衛
門
君
」
と
称
さ
れ
る
に
は
、
夫
ま
た
は
父
・
兄
弟
に
衛
門
府
に
か
か
わ
り
が
あ
れ
ば
こ
そ
の
命
名
と
思
わ
れ
る
か
ら
、

も
し
、
為
長
妻
と
結
び
つ
け
る
場
合
は
、
当
然
（
B
）
の
「
左
衛
門
尉
為
長
」
の
妻
を
挙
げ
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
（
B
）
の

妻
が
「
衛
門
君
」
で
あ
る
と
す
る
資
料
も
見
当
ら
な
い
。

花山
・
一
条
朝
に
実
在
し
え
て
、
　
「
衛
門
」
　
（
あ
る
い
は
「
左
衛
門
」
　
「
右
衛
門
」
）
と
呼
ば
れ
、
し
か
も
実
資
と
の
つ
な
が
り
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

っ
て
、
歌
も
詠
め
る
女
性
を
特
定
す
る
の
は
甚
だ
困
難
で
あ
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　

四

　も
う
一
人
の
為
長
妻

　
『

蔵
人
頭
家
歌合
』
の
「
衛
門
君
」
を
「
為
長
妻
」
と
み
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
し
か
し
、
為
長
は
、
雅
正
男
為
長
で
は
な
く
、
薫

文男
為
長
と
み
る
べ
き
か
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
繊
枠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　籠
㍉
曝
原
蓼

　
　内
磨
ー
福
当
麿
…
…
薫
文
－
為
長
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兵
庫
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
義
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
母
（
同
上
）

　右
の
抄
出
系
図
は
『
分
脈
』
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
　
『
系
図
纂
要
』
に
は
、
義
方
項
に
、
　
「
母
同
」
と
み
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
3

　
そ
の

根
拠と
す
る
と
こ
ろ
は
、
同
時
期
の
人
物
で
、
　
「
陸
奥
守
為
長
」
で
な
い
為
長
と
い
え
ぽ
、
　
「
薫
文
男
為
長
」
し
か
あ
げ
ら
れ
な
　
　
　
　
一

いと
い
う
い
た
っ
て
薄
弱
な
推
理
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
「
左
衛
門
尉
為
長
」
が
「
従
五
下
遠
江
権
守
為
長
」
と
い
う
傍
証
資
料
も
え
ら

れな
い
ま
ま
で
あ
る
。

　
つ
い
で
に
、
そ
の
息
男
を
み
て
み
よ
う
。
　
『
分
脈
』
に
は
、
右
賢
・
義
方
の
ふ
た
り
が
み
え
る
。

藤
原

右
賢

　
右賢
は
、
　
「
或
有
ー
。
従
五
下
」
と
し
か
み
え
ぬ
が
、
次
の
よ
う
な
資
料
が
え
ら
れ
る
。

　安
和
二
年
（
九
六
九
）
八
月
十
一
日
付
文
書
、
明
経
学
生
従
七
位
上
藤
原
朝
臣
右
賢
。
得
業
生
に
准
じ
課
試
せ
し
む
と
い
う
『
類
聚
符

宣抄
』
の
一
文
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
従
五
位
上
刑
部
大
甫
兼
行
博
士
紀
伊
権
守
十
市
宿
祢
有
象
」
の
解
弥
に
ょ
る
も
の
で
、
　
「
右
賢
、
遊

士云
年久
、
稽
古
日
新
、
空
朶
強
立
之
才
、
未
遂
大
成
之
志
」
で
は
じ
ま
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
は
不
詳
で
あ
る
が
、
右
賢
は
さ
ら
に

『

蔵
人
頭
家
歌
合
永延
二
年
』
の
「
衛
門
君
」
考



『蔵
人
頭
家
歌
合
永
延
二
年
』
の
「
衛
門
君
」
考

学業
を
積
み
、
長
徳
二
年
（
九
九
六
）
正
月
二
十
五
日
、
　
「
正
六
位
上
藤
原
朝
臣
右
賢
」
は
弾
正
忠
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
（
『
長
徳
二
年
大

間
書
』
）
。
が
、
長
徳
四
年
三
月
二
十
一
日
条
の
『
権
記
』
に
は
、
　
「
弾
正
忠
右
賢
申
罷
下
信
濃
国
温
泉
治
身
病
状
文
依
請
」
と
み
え
、
温

泉
治
療
を
試
み
ね
ば
な
ら
ぬ
病
身
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
し
ば
ら
く
そ
の
職
を
離
れ
た
が
以
後
の
資
料
は
え
ら
れ
な
い
。

藤
原
義
方

　
『

分脈
』
に
は
「
兵
庫
頭
」
と
の
み
あ
っ
て
、
位
階
の
記
録
は
み
え
な
い
。
義
方
に
つ
い
て
は
、
　
『
小
右
記
』
に
ひ
と
つ
、
寛
和
元
年

（
九
八
五
）
六
月
二
十
二
日
条
「
藤
－
義
方
」
ら
が
実
資
の
挙
申
に
よ
り
、
滝
口
に
候
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
（
後
述
）
が
、

『
分脈
』
の
記
す
「
兵
庫
頭
」
の
資
料
は
え
ら
れ
な
い
。

　さ
て
、
こ
の
ふ
た
り
の
兄
弟
の
母
は
「
中
原
有
家
女
」
と
『
分
脈
』
に
み
え
る
が
、
　
『
系
図
纂
要
』
や
『
中
原
氏
系
図
』
を
み
て
も
、
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
4

中
原
有
家
は
存
在
せ
ず
、
　
「
有
家
」
は
「
有
象
」
の
誤
記
か
と
思
わ
れ
る
。
　
〔
有
象
の
男
に
は
、
中
原
致
時
．
致
親
．
師
光
．
致
明
．
致
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

行ら
が
系
図
に
は
み
え
る
が
、
女
の
記
載
は
な
い
。
〕
有
象
と
す
れ
ば
、
為
長
男
右
賢
の
明
経
学
生
で
あ
っ
た
折
の
十
市
宿
祢
有
象
の
解

は
、
有
象
女
の
産
ん
だ
子
に
対
す
る
も
の
と
し
て
肯
定
で
き
る
し
、
　
「
有
家
女
」
は
「
有
象
女
」
の
誤
記
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
も
の
と

思
わ
れる

。

　明
経
博
士
を
父
に
も
ち
、
学
者
の
家
に
育
っ
た
有
象
女
が
為
長
の
妻
と
す
れ
ば
、
小
野
宮
家
と
の
つ
な
が
り
も
考
慮
さ
れ
る
し
、
実
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　

の

歌
合
に

参
加
し
う
る
だ
け
の
歌
才
も
当
然
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
こ
と
も
予
測
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
実
資
家
の
女
房
で
あ
っ
た
か
ど
う

か
の

確証
は
え
ら
れ
な
い
。

『
小
右記
』
寛
和
元
年
四
月
二
十
八
日
条
に
立
戻
っ
て
み
ょ
う
。



「

四月
二
十
八
日
、
寅
時
降
誕
女
子
。
　
（
中
略
）
巳
時
以
鴨
河
水
用
産
湯
、
酉
時
始
沐
、
以
左
衛
門
尉
為
長
妻
令
沐
（
下
略
）
」

　
待
ち

望
ん

だ

女
児
の

誕生
、
お
産
は
右
近
少
将
信
輔
の
宅
で
、
遠
資
朝
臣
妻
が
哺
育
し
た
の
で
あ
る
。
三
夜
（
四
月
三
十
日
）
・
五
夜

（五月
二
日
）
・
七
夜
（
五
月
四
日
）
の
産
養
に
は
、
有
縁
の
人
々
が
次
か
ら
次
へ
と
訪
れ
、
産
婦
前
を
贈
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
饗
膳
・
屯

食
など
も
調
備
さ
れ
、
清
原
元
輔
は
和
歌
を
献
じ
、
榔
采
や
碁
手
の
儲
け
も
な
さ
れ
、
曇
銭
な
ど
も
施
さ
れ
た
り
し
て
お
り
、
実
資
の
喜

び
が
そ

の

文
面
に

溢
れ
て

いる
。
五
月
五
日
に
は
、
中
宮
遵
子
の
女
官
か
ら
薬
玉
を
女
児
に
賜
わ
り
、
寿
言
も
頂
い
て
い
る
。
十
日
に
は
、

女児
の
乳
母
に
、
藤
原
経
理
の
女
を
得
て
い
る
。

　
六月
に
入
っ
て
七
日
ご
ろ
か
ら
小
児
に
悩
気
（
邪
気
）
が
み
ら
れ
、
十
日
・
十
一
日
と
加
持
祈
薦
を
修
さ
せ
、
早
期
平
癒
を
願
っ
て
い

る
。
十
八
日
に
は
五
十
日
儀
が
も
た
れ
、
祝
餅
を
儲
け
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
5

　六月
二
十
二
日
、
　
「
藤
原
正
廉
．
平
致
平
．
藤
原
貞
正
．
藤
原
俊
蔭
．
藤
－
義
方
、
余
挙
申
也
、
合
五
人
被
候
滝
口
、
初
候
老
十
人
、
　
　
　
　
一

令
加
寄
五
人
、
合
十
五
人
」
と
あ
り
、
新
た
に
藤
原
義
方
ら
五
人
が
滝
口
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
実
資
の
挙
申
に
よ
る
も

の

であ
る
こ
と
も
明
記
し
て
い
る
。
　
こ
こ
に
加
え
ら
れ
た
「
藤
ー
義
方
」
は
、
為
長
の
男
で
あ
る
。
母
は
当
然
中
原
有
象
女
で
あ
り
、

「

為
長妻
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
左
中
将
蔵
人
頭
で
あ
っ
た
実
資
の
挙
申
に
は
、
小
児
沐
浴
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
が
あ
っ
た
も
の
と
み

たい
。

五

㎏
終　
　
り
　
　
に

　
『
実
資
歌
合
』
に
出
詠
の
「
衛
門
君
」
を
『
小
右
記
』
寛
和
元
年
四
月
二
十
八
日
条
に
み
え
る
「
左
衛
門
尉
為
長
妻
」
と
み
、
同
歌
合

に参
加
の
「
為
親
」
と
の
結
び
つ
き
を
考
え
ら
れ
た
先
学
の
高
見
に
は
深
く
敬
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

『

蔵
人
頭
家
歌
合
永延
二
年
』
の
「
衛
門
君
」
考



『

蔵
人
頭
家
歌
合
永延
二
年
』
の
「
衛
門
君
」
考

　し
か
し
、
　
「
左
衛
門
尉
為
長
」
は
、
先
学
の
み
ら
れ
た
ご
と
く
「
陸
奥
守
為
長
」
で
あ
り
、
そ
の
妻
は
「
源
忠
幹
女
」
と
み
る
べ
き
で

あ
ろ
う
か
。
　
「
左
衛
門
尉
為
長
」
が
、
藤
原
雅
正
男
「
陸
奥
守
為
長
」
に
あ
た
る
の
か
、
藤
原
薫
文
男
「
遠
江
権
守
為
長
」
に
あ
た
る
か

の確
証
は
え
ら
れ
な
い
。
先
学
は
「
陸
奥
守
為
長
」
を
と
ら
れ
、
筆
老
は
「
遠
江
権
守
為
長
」
を
採
っ
た
。
そ
し
て
筆
者
は
、
そ
の
妻
は

『

分脈
』
に
記
さ
れ
た
中
原
有
象
〔
有
家
は
誤
記
と
す
る
〕
女
で
あ
る
と
す
る
。
中
原
有
象
女
は
、
左
衛
門
尉
藤
原
為
長
と
結
婚
し
、
実

資
家
に
仕
え
、
夫
の
官
名
か
ら
「
衛
門
君
」
と
呼
ぼ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
二
人
の
問
に
は
、
右
賢
・
義
方
を
儲
け
、
右
賢
は
明
経
道
を
修

め
て

弾
正
忠
に
い

た
り
、
義
方
は
滝
口
か
ら
兵
庫
頭
に
進
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
と
推
論
し
て
き
た
。
し
か
し
こ
れ
も
ま
た
確
証
の
え
ら
れ
な

い

推
論
にし
か
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
後
藤
祥
子
氏
は
、
こ
の
両
度
歌
合
を
藤
原
公
任
の
主
催
か
と
す
る
卓
見
を
す
で
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
公
任
主
催
の
歌
合
と
す
れ
ぽ
、
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・

の

両度
歌
合
の
評
価
な
ら
び
に
出
詠
者
と
の
結
び
つ
き
を
、
も
う
憂
洗
い
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
歌
A
・
の
主
讐
と
、
そ
・
に
　
ゴ

参
加
し
た
出
詠
者
と
の
結
び
つ
き
は
、
そ
の
歌
合
の
も
つ
評
価
を
も
左
右
す
る
重
要
な
問
題
点
だ
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
後
藤
氏
も
、

「

行頼
」
と
「
と
も
の
り
」
の
出
詠
者
か
ら
、
主
催
老
を
推
論
さ
れ
て
い
る
。
後
藤
氏
は
「
衛
門
君
」
に
つ
い
て
は
触
れ
て
お
ら
れ
な
い

が
、
主
催
者
が
公
任
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
「
衛
門
君
」
に
つ
い
て
も
「
為
長
妻
」
と
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
こ
と
を
付
記
し
、
問
題
を
提
起
す
る
に
と
ど
め
て
、
後
考
に
譲
り
た
い
。

注
（ー
イ
）
　
萩
谷
朴
氏
『
平
安
朝
歌
合
大
成
』
第
二
巻
刷
頁
。

（ー
ロ
）
　
萩
谷
朴
氏
論
文
「
紫
式
部
と
鈴
虫
と
小
野
宮
実
資
」
　
（
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
3
1
・
7
月
）

　　
〔
角
田
文
衛
氏
『
王
朝
の
明
暗
』
所
収
「
清
少
納
言
の
女
房
名
」
加
頁
に
、
為
長
を
紫
式
部
の
伯
父
と
す
る
論
文
あ
り
］



（2
）
　
『
為
頼
集
』
8
6
、
　
「
み
ち
の
く
に
の
か
み
の
お
く
り
し
て
か
へ
り
に
、
女
車
あ
ふ
さ
か
の
せ
き
に
て
ゆ
き
あ
ひ
た
り
、
む
か
し
心
か
け
た
る
人

　
　
にき
き
な
し
て
や
る
。
い
に
し
へ
は
こ
え
が
た
か
り
し
あ
ふ
さ
か
を
い
つ
ち
と
か
へ
る
な
み
ぞ
か
な
し
き
。
こ
の
女
、
さ
る
や
う
あ
り
て
伊
勢
に

　
　
かよ
ふ
に
ぞ
あ
り
け
る
、
き
き
し
こ
と
も
あ
れ
ど
、
ひ
が
ご
と
に
や
と
て
、
と
そ
。
」

（3
）
　
『
分
脈
』
　
（
関
係
分
）

　
　
寄
人
従
四
下

　
　
摂
津
守
丹
波
守

廷
尉

太
皇

大
后
宮
亮

式

　
　
　
　
　
　
　
　
蔵

藤
原
良
門
…
…
雅
正
1文弁

ー
為
頼母

右

大臣
定
方
女

蔵

ー
伊
祐

ー
脩
政

　
陸
奥
守
従
五
上

ー
為
長

　
母
同
為
頼

ー
良
道

寄

人
越
後守
正
五
下

ー
為
時

1
景
頼

　
常
陸
介

ー
通
経｜

公
露
削
守
忠
幹
女
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
7

ー
信
経
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

ー
頼
経

蔵
　
　
母
同
為
頼

ー
惟
規

ー
惟
通

ー
定
遅

ー
女
子
紫
式
部

　
　為
頼
の
没
年
も
不
明
で
あ
る
が
、
　
『
作
者
部
類
』
は
「
至
長
徳
二
年
」
と
し
て
お
り
、
　
『
小
右
記
』
に
、
左
衛
門
権
佐
・
丹
波
守
・
摂
津
守
に
任

　
　じ
た
こ
と
が
み
ら
れ
、
長
保
元
年
（
九
九
九
）
九
月
十
六
日
条
、
実
資
の
病
気
見
舞
い
に
訪
れ
て
い
る
記
事
の
「
前
丹
波
守
」
　
（
姓
名
欠
く
）
を

　
　
為頼
と
す
れ
ぽ
こ
の
年
の
存
生
は
確
認
で
き
る
。

（4
）
　
拙
稿
「
藤
原
理
兼
考
」
　
（
『
平
安
文
学
研
究
』
第
七
十
六
輯
、
昭
6
1
・
1
2
月
）
参
照
。

『

蔵
人
頭
家
歌合
永
延
二
年
』
の
「
衛
門
君
」
考



『蔵
人
頭
家
歌
合
永
延
二
年
』
の
「
衛
門
君
」
考

（5
）
　
（
A
）
　
（
B
）
い
ず
れ
の
為
長
を
さ
す
か
不
明
の
資
料
。
ア
・
イ
と
も
、
実
資
と
の
つ
な
が
り
を
首
肯
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　　
ア
、
　
『
小
右
記
』
正
暦
元
年
十
一
月
七
日
条
「
為
長
朝
臣
、
従
長
門
国
志
黒
毛
牛
」

　
　
　　
イ
、
『
小
右
記
』
長
保
元
年
九
月
十
七
日
条
「
右
大
将
（
道
綱
）
以
為
長
朝
臣
有
消
息
」

　
　後
者
は
実
資
の
病
を
道
綱
が
見
舞
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（6
）
　
例
え
ぽ
『
栄
花
物
語
』
巻
二
、
懐
仁
親
王
御
袴
着
の
記
事
に
、
　
「
院
の
二
・
三
．
四
の
君
（
冷
泉
院
の
皇
子
居
貞
・
為
尊
・
敦
道
各
親
王
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　御
乳
母
達
、
大
弐
の
乳
母
・
少
輔
（
富
岡
本
、
少
将
に
つ
く
る
）
の
乳
母
・
民
部
の
乳
母
・
衛
門
の
乳
母
、
何
く
れ
な
ど
、
い
と
多
く
候
ふ
に
」

　
　と
あ
る
「
衛
門
の
乳
母
」
が
、
居
貞
親
王
の
乳
母
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
『
小
右
記
』
に
「
右
衛
門
乳
母
」
と
し
て
永
昨
元
年
八
月
二
十
日
条
以
下
に

　
　し
ば
し
ぼ
見
え
、
　
「
右
金
吾
乳
母
」
と
も
「
内
御
乳
母
、
右
衛
門
命
婦
」
　
「
典
侍
右
衛
門
乳
母
」
　
「
右
衛
門
典
侍
、
院
乳
母
」
な
ど
と
表
記
さ
れ

　
　
て

長
和
五年
二
月
二
十
五
日
条
に
ま
で
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
　
『
権
記
』
や
『
御
堂
関
白
記
』
に
も
、
　
「
衛
門
、
御
乳
母
」
　
「
右
衛
門
典
侍
」
　
「
右

　
　衛
門
」
　
「
右
衛
門
乳
母
」
と
、
お
お
む
ね
「
右
」
を
付
し
て
登
場
し
て
い
る
人
物
と
同
一
人
と
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
実
資
と
泥
懇
の
間
柄
も
う

　
　
か
がえ
る
が
、
そ
の
出
自
・
経
歴
は
不
詳
で
、
為
長
妻
の
傍
証
も
え
ら
れ
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
歌
人

「衛
門
」
の
実
体
も
掴
み
に
く
く
、
　
『
後
撰
集
』
　
『
拾
遺
集
』
に
各
一
首
入
集
の
「
右
衛
門
」
は
源
兼
澄
女
か
と
い
わ
れ
、
時
代
も
下
る
　
　
　
　
1
8

　
　と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
左
衛門
尉
為
長
の
妻
で
あ
れ
ば
、
「
衛
門
君
」
は
む
し
ろ
「
左
衛
門
」
と
あ
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
　
　
そ
の上
、
実
資
と
の
つ
な
が
り
を
考
慮
す
れ
ぽ
、
碗
子
女
王
（
九
七
二
～
九
九
八
）
の
乳
母
に
「
左
衛
門
」
が
い
る
。
碗
子
女
王
は
為
平
親
王

　　
の
女
で
、
花
山
天
皇
の
女
御
と
な
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
、
実
資
の
妻
と
な
ら
れ
た
お
方
で
あ
る
。
が
、
乳
母
の
「
左
衛
門
」
の
出
自
は
不
明
で
あ

　
　る
。
長
徳
三
年
七
月
五
日
条
の
『
小
右
記
』
に
は
、
　
「
故
左
衛
門
」
の
た
め
に
実
資
は
卒
都
婆
供
養
を
営
ん
で
い
る
。

　
　
　そ
の
他
、
　
「
三
位
中
将
〔
兼
隆
〕
乳
母
左
衛
門
」
（
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
元
年
三
月
十
五
日
条
）
や
、
「
左
衛
門
の
内
侍
」
　
（
『
紫
式
部
日
記
』

　
　寛
弘
五
年
十
月
十
六
日
条
。
掌
侍
橘
隆
子
、
藤
原
文
範
妻
、
理
方
母
）
、
　
「
左
衛
門
命
婦
」
　
（
『
小
右
記
』
万
寿
元
年
三
月
十
一
日
条
。
源
致
明
女
、

　
　
藤
原
伊
周妻
、
顕
長
母
）
な
ど
も
み
ら
れ
る
が
、
論
外
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（7
）
中
原
有
象
は
、
十
市
春
宗
の
男
で
、
延
喜
二
年
（
九
〇
二
）
の
生
ま
れ
。
直
講
よ
り
外
記
に
任
じ
、
天
慶
八
年
（
九
四
五
）
宿
祢
を
賜
わ
り
、

　
　大
外
記
に
い
た
り
、
出
雲
守
・
治
部
大
輔
に
任
じ
、
天
禄
二
年
（
九
七
一
）
九
月
、
十
市
姓
を
改
め
て
中
原
姓
を
賜
わ
り
、
天
延
二
年
（
九
七

　
　四
）
十
二
月
、
朝
臣
を
賜
っ
て
い
る
。
明
経
博
士
・
算
博
士
・
刑
部
大
輔
・
勘
解
由
次
官
・
斎
宮
頭
・
治
部
卿
に
任
じ
、
従
四
位
下
に
叙
さ
れ
て



　
　
い
る
。

（8
）
　
実
資
と
中
原
家
の
人
物
と
の
深
い
つ
な
が
り
は
『
小
右
記
』
に
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
有
象男
の
致
時
は
、
実
資
の
東
隣
に
住
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
実
資
所
持
の
「
射
礼
行
幸
日
記
」
を
写
し
た
り
、
桑
糸
の
贈
物
の
こ
と
な
ど

　
　も
み
え
、
致
時
の
子
の
師
任
や
貞
清
の
こ
と
も
み
え
る
。
ま
た
、
師
光
（
有
象
男
）
が
若
狭
守
赴
任
に
際
し
て
、
実
資
は
馬
を
与
え
、
師
光
は
任

　
　
地よ
り
胡
篠
や
弓
を
献
上
し
て
い
る
。
致
行
（
有
象
男
）
の
こ
と
も
み
え
る
。

（9
）
　
後
藤
祥
子
氏
論
文
「
『
永
延
二
年
蔵
人
頭
歌
合
』
　
（
ニ
ケ
度
）
は
公
任
の
主
催
か
」
　
（
『
和
歌
史
研
究
会
会
報
』
第
9
0
号
　
昭
6
1
年
7
月
）

　　
　
後
藤
氏
よ
り
、
同
論
文
の
ご
恵
贈
に
預
か
っ
た
。
厚
く
感
謝
の
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

一
1
9一

『

蔵
人
頭
家
歌
合
永延
二
年
』
の
「
衛
門
君
」
考


